
南幌町子ども文化・スポーツ全道大会等補助金 
【補助の目的】 

小中学生の文化・スポーツ団体及び個人が全道並びに全国規模で開催される大会に参加す

る者に対し、参加に要する経費の一部を補助することにより、本町の文化とスポーツ活動の

振興及び子どもの未来を応援する。 

【補助対象者】 

補助の対象となる者は、南幌町に在住し、原則、地区の予選大会等を経たものとする。 

(１) 小中学校に在学する児童生徒 

(２) 当該文化・スポーツ大会開催要項に定められた、出場登録できる個人又は監督等 

(３) その他、町長が特に認めた者 

【対象となる大会】 

補助の対象となる大会は、次に掲げる団体の主催する大会及びこれに準ずる大会とする。 

(１) 中学校体育連盟及び中学校文化連盟 

(２) 日本スポーツ協会 

(３) 北海道スポーツ協会及び北海道文化団体協議会 

(４) 全日本の各競技連盟及び北海道の各競技連盟 

(５) 全国の各文化連盟及び北海道の各文化連盟 

(６) その他、町長が特に認めた団体が主催するもの 

※ただし、国民体育大会を除く 

【補助対象経費】 

※町バス等を利用する場合及び大会の主催する機関、団体等から補助がある場合は、その

分の額を控除する。なお、町が実施する他の補助制度の適用がある場合には、補助対象

としない。 

 ※監督等については、単なる引率ではなく、指導者登録がされており、現に指揮・監督で

きる者をいい、南幌町に在住する選手の数が10名以内の場合は１名、11名以上の場

合については２名まで認める。ただし、指導料を徴収している者は除く。 

対象経費 基  準 

交通費 ・実費額の３分の２の額 ※詳細基準あり 

宿泊費 ・１人１泊につき全道大会7,000円以内、全国大会については12,000円以内

※宿泊費が対象経費となる条件は、開催場所が片道100㎞以上の場合とする。

※詳細基準あり 

大会参加料 ・全額補助 

※団体競技及び複数人で参加する競技の大会参加料について、町外の者を含む場

合は、町内の人数を全体の人数で除した値に大会参加料を乗じた額を補助対象

経費とする。 



④提出書類 
■申請時 

（１）補助申請書（※定型様式あり） 
（２）大会要項等(地区大会及び上位大会への選出基準が示されているもの) 
（３）大会成績結果表(地区大会及び上位大会への選出基準が示されているもの) 
（４）事業計画書（※定型様式あり） 
（５）予算書（任意様式） 
（６）大会参加者名簿（任意様式） 
（７）その他参考となる書類 
    ※HP からダウンロードした資料や、HP 掲載内容を印刷しても構いません。 

 ⇒申請書一式をご提出の後、教育委員会にて内容確認の上、交付決定通知書を送付します。 
概算払（前払い）をご希望の場合は『概算払申請書』を提出して頂きます。 

■実績報告時 
大会出場後、速やかに実績報告書を提出していただきます。 

（１）補助金等精算払申請書（※定型様式あり） 
（２）実績報告書（※定型様式あり） 
（３）大会成績結果表（任意様式） 
（４）決算書（任意様式） 
（５）補助対象経費に係る領収書（コピー） 



南幌町子ども文化・スポーツ全道大会等補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、小中学生の文化・スポーツ団体及び個人が全道並びに全国規模で開催される大会

に参加する者に対し、参加に要する経費の一部を補助することにより、本町の文化とスポーツ活動の

振興及び子どもの未来を応援することを目的とする。

（補助の対象者）

第２条 補助の対象となる者は、南幌町に在住し、原則、地区の予選大会等を経たものとする。

(１) 小中学校に在学する児童生徒
(２) 当該文化・スポーツ大会開催要項に定められた、出場登録できる個人又は監督等
(３) その他、町長が特に認めた者
（補助対象の大会）

第３条 補助の対象となる大会は、次の各号に掲げる団体の主催する大会及びこれに準ずると認められ

る大会（国民体育大会を除く。）とする。

(１) 中学校体育連盟及び中学校文化連盟
(２) 日本スポーツ協会
(３) 北海道スポーツ協会及び北海道文化団体協議会
(４) 全日本の各競技連盟及び北海道の各競技連盟
(５) 全国の各文化連盟及び北海道の各文化連盟
(６) その他、町長が特に認めた団体が主催するもの
（補助対象経費）

第４条 補助対象となる経費は、別表の基準に基づき、予算の範囲内でその経費の一部を補助する。ただ

し、町バス等を利用する場合及び大会の主催する機関、団体等から補助がある場合は、その分の額を控

除する。なお、町が実施する他の補助制度の適用がある場合には、この要綱の対象としない。

２ 監督等については、単なる引率ではなく、指導者登録がされており、現に指揮・監督できる者をいい、

南幌町に在住する選手の数が 10 名以内の場合は１名、11 名以上の場合については２名まで認める。
ただし、指導料を徴収している者は除く。

３ 補助金の額に百円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てた額とする。

（補助対象経費に係る特例措置）

第５条 前条の規定にかかわらず、第３条第１号に規定する団体が主催する大会に出場する場合の補助

対象経費等は、次のとおりとする。

(１) 前条第２項の規定による監督等は、選手数によらず２名以内とし、外部指導者も認めるものとす
る。ただし、外部指導者については、学校における部活動等において外部指導者として登録を行い、

かつ、当該学校の校長が必要と認める者である。

(２) 町バスを利用する場合、交通費及び宿泊する運転手の宿泊費は全額を補助対象とする。
２ 第３条第１号に規定する団体が主催する大会及び南幌町スポーツ少年団に係る監督等は、第２条に

定める住所要件の適用を除外するものとする。

（事前協議）

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、当該大会出場決定後、速やか

に教育委員会への報告の上、事業計画書、予算書等について協議するものとする。



（補助の申請）

第７条 申請者は、南幌町補助金等交付規則（昭和 51南幌町規則第４の１号。以下「規則」という。）の
規定により、次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請するものとする。

(１) 大会要項等（地区大会及び上位大会選出基準）
(２) 大会成績結果表（地区大会及び上位大会選出基準）
(３) 事業計画書
(４) 予算書
(５) 大会参加者名簿
(６) その他参考となる書類

２ 申請者は、前項の申請書に変更が生じた場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

（交付の決定）

第８条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その可否を速やかに決定する。

２ 決定にあたっては、南幌町文化協会、南幌町スポーツ協会等関係団体に事前に意見を求めることが

できる。

３ 町長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

（実績報告）

第９条 補助金を受けた者は、大会出場後、規則の規定により、速やかに実績報告書を町長に提出しなけ

ればならない。

（補助金の取消等）

第 10条 町長は、補助金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全
部又は一部を取り消すことができる。

(１) 補助金の交付決定の内容に違反したとき
(２) 補助金を他の目的に使用したとき
(３) その他、不正の手段により補助金の交付を受けたとき
（その他）

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則（令和４年３月３１日南幌町教育委員会告示第３号）

（施行期日）

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。

（南幌町スポーツ少年団等大会出場費助成要綱の廃止）

２ 南幌町スポーツ少年団等大会出場費助成要綱（令和３年南幌町教育委員会告示第４号）は、廃止す

る。

附 則（令和７年３月  日南幌町教育委員会告示第 号）

（施行期日）

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。



別表（第４条関係）

対象経費 基  準 摘  要

交通費 最も経済的な方法とし、職員等の旅費

に関する条例（令和７年南幌町条例第

号）により算定する交通費の例により

算出した額の３分の２の額とする。

①片道 100ｋｍ以上の場合、高速道路
料金を含めることができる。

②駐車場の料金は交通費の対象経費

としない。

③町バス等を利用する場合の対象経

費は、ガソリン代及び高速道路料金の

実費額の３分の２とする。

④車輌借上料は、実情により必要があ

ると認めた場合にのみ対象経費とし、

その実費額の３分の２とする。

宿泊費 １人１泊につき全道大会7,000円以内
とし、全国大会については 12,000 円
以内とする。ただし、宿泊費の算定は、

宿泊費と実費とを比較していずれか

少ない経費を補助対象経費の上限と

する。

①宿泊費が対象経費となる条件は、開

催場所が片道 100 ㎞以上の場合とす
る。

②宿泊日は、大会前日から大会当日ま

でを対象とする。敗退等で参加日程が

終了した場合は、終了した日以後の宿

泊費は対象としない。

③団体戦が終了後、個人戦のために全

員が引き続き宿泊するような場合は、

団体戦終了後の個人戦出場者以外の

宿泊費は、補助対象経費に含まない。

④宿泊キャンセル料金については対

象としない。

⑤宿泊費は、宿泊代（素泊料）と食事

代がセット料金の場合は、当該セット

料金（ただし、１泊当り１泊２食分ま

で）を基準とし、外食の場合の食事代

は、補助対象経費に含まないものとす

る。

⑥全国大会が道内で開催の場合は、全

国大会の基準に準ずる。

⑦東日本大会など、北海道より広範囲

を参加対象としているが、全国規模で

はない大会（エリア大会）は、全道大

会の基準に準じる。

⑧南北海道及び北北海道大会につい

ては補助対象とし、全道大会の基準に

準ずる。

大会参加料 全額補助とする。 ①団体競技及び複数人で参加する競

技の大会参加料について、町外の者を

含む場合は、町内の人数を全体の人数

で除した値に大会参加料を乗じた額

を補助対象経費とする。

必要経費 町長が特に必要と認めるものに限り、

その経費を補助する。


